
表 

雪下ろし助成事業 実施要項 

 

 

1. 目  的  居住の用に供する住宅の屋根の雪下ろしを自力で行うことが困難な世帯

に対し、雪下ろし事業の協力員を派遣及び経費の一部助成することによ

り、安心して生活ができるよう支援し、冬の暮らしの安全確保と福祉の向

上に寄与することを目的とする。 

 

2. 実施主体  社会福祉法人関川村社会福祉協議会 

   

3. 内  容   現に生活している母屋の雪おろし及び玄関の後片付けに協力員を派遣す

る。但し、冬期間、空き家にする母屋、土蔵･車庫･小屋等、降ろした雪の

片付（玄関以外）は助成の対象外とする。 

 

4. 対象世帯  以下の①および②を満たす世帯。但し、生活保護世帯は対象外とする。 

 

①世帯全員の前年収入が次の表にあてはまる。  

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯以上 

1,170,000 円以下 1,755,000 円以下 2,275,000 円以下 
 

遺族年金、障害者年金、軍人恩給、母子寡婦年金等を受給している世帯構成員がい

る場合については、その受給額を別紙利用申込書で申告するものとする。 

 

②次のいずれかの世帯で、世帯構成員では雪下ろしができない世帯。 

 

・ひとり親世帯(15 歳以下の児童のみで構成されている世帯)で､世帯構成員で除雪できない世帯。 

 

・身体障がい者世帯(身体障害者手帳 1～4 級の所持者を含む世帯)で､世帯構成員では除雪でき 

ない世帯。 

 

・知的障がい者世帯(療育手帳Ａ・Ｂの所持者を含む世帯)で､世帯構成員では除雪できない世帯。 

 

・精神障がい者世帯(精神障害者福祉手帳 1～2 級の所持者を含む世帯)で、世帯構成員では除

雪できない世帯。 

 

・65 歳以上の一人暮らし老人および高齢夫婦世帯で、世帯構成員では除雪できない世帯。 

 

 



裏 

5.  料  金  協力員の協力費は１時間当たり２，５００円とする。 

 

6.  助成内容  協力費の半額を助成する。 

 

7. 実施方法  以下①～④の流れで事業実施する。 

 

① 申  請  別紙利用申込書で申請をする。その際に、世帯構成員の前年収入状況につ 

いての公簿等を閲覧することに同意するものとする。 

 

② 決  定  調査・可否判断で決定通知の送付まで概ね 1 週間程度とする。 

 

③ 利  用  雪下ろし依頼があった際に、日程調整のうえ協力員を派遣する。協力員は 

作業終了後に実施報告書を事務局へ提出する。 

 

④ 支払方法  申込者が負担する経費は、月末締請求書送付後、現金にて支払う。 

 

8. 助成回数  無制限とする。但し、申し込み人数によって助成回数を制限することがある。 

 

９. 損害賠償    除雪作業中に発生した損害の補償は、本会が加入する損害・賠償責任保 

険にて対応する。 

     

10. 財  源  赤い羽根共同募金配分金（歳末たすけあい募金）及び関川村雪下ろし事 

業補助金を財源とする。  

        

11. その他     この要項に定めるものの他、必要事項は会長が判断し、決定する 

 

 

令和 2 年 12 月 3 日 策定 

 


